
【記入例】
様式第１号（第６条関係） 

年　　月　　日 

倉吉市長　様 

 

申請者　住　　所　倉吉市関金町大鳥居１９３－１ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　関金　一郎 
ふ り が な せきがね いちろう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０８５８－４５－２１１１ 

 

倉吉市薪ストーブ等導入事業費補助金交付申請書 

 

　倉吉市薪ストーブ等導入事業費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり補助金の交付を申

請します。 

 

記 

 

１　補助事業の名称　　薪ストーブ等導入事業 

２　算定基準額（見込み）９５０，０００円 

３　交付申請額（見込み）１８０，０００円 

４　添付書類 

(１)　事業計画書（様式第２号） 

(２)　収支予算書（様式第３号） 

(３)　補助対象設備の設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書若しくは見積書の写し又

は売買契約書の写し 

(４)　補助対象設備の仕様等を説明する資料 

(５)　補助対象設備の設置工事着手前の現況写真及び付近の見取図 

(６)　隣接住宅居住者同意書（様式第４号） 

(７)　薪ストーブ等導入事業対象設備設置承諾書（様式第５号。設備を設置する住宅の所有者が申

請者以外に存在する場合に限る。） 

(８)　その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

手続き代行者 

 

 

 
住 所 倉吉市東町４３５－１

 
事 業 者 名 株式会社くらすけ商店３号店

 
電 話 番 号 ０８５８－２２－８１６５ 担当者名 打吹　主税

算定基準額は、 

本体及び付属器が基準となる場合は様式

第 2 号内「補助対象経費」、様式第 3 号内

「収入（支出）計」と一致した額を、 

総事業費が基準となる場合は見積書記載

の見積額を記載してください。 

※この場合は、950,000円



【記入例】
様式第２号（第６条関係、第11条関係） 

 

 

事業計画（報告）書 

１　事業計画書 

 

 

２　発注する事業者 

 

 

３　設置工事施工事業者 

 

 

 

 

 

 設置設備 

の種類
薪ストーブ等 燃料種類【 　　　　薪　　　　 】

 
設置予定場所 倉吉市関金町大鳥居１９３－１

 
建築の区分 □新築　　　☑既築

 設置工事 

契約年月日
　　令和７年　５月１２日

 設置工事 

着手（予定）日
令和７年　６月３０日

 設置工事 

完了（予定）日
令和７年　８月　１日

 
補助対象経費 本体及び付属器購入費９５０，０００円

 
所在地

〒682-0823 

鳥取県倉吉市東町４３５－１ 

電話 

FAX

0858-22-8165 

0858-22-1638

 
称号又は名称 株式会社くらすけ商店３号店 担当者名 打吹　主税

 
所在地

〒682-0823 

鳥取県倉吉市東町４３５－１

電話 

FAX

0858-22-8165 

0858-22-1638

 
称号又は名称 株式会社くらすけ商店３号店 代表者名 打吹　主税



【記入例】
様式第３号（第６条関係、第11条関係） 

 

 

収支予算（決算）書 

 

（１）収入 

 

 

（２）支出 

 

 

 

※収入・支出の計は、１ページ目の「算定基準額（見込み）」、２ページ目の「補助対象経費」と一致

した額を記載してください。 

 

 
区　分 予算（決算）額 備　　考

 
補助金 １８０，０００円 倉吉市薪ストーブ等導入事業費補助金

 
自己資金 ７７０，０００円

 
その他の収入 円

 
計 ９５０，０００円

 
区　分 予算（決算）額 備　　考

 設置工事費 

（本体及び付属器購

入費を含む）

８６３，６３７円

 
消費税額及び 

地方消費税額
８６，３６３円

 
計 ９５０，０００円

支出の計には、ストーブの本体及び付属器（煙

突等稼働に不可欠な器具）価格の合計額を記

載してください 



【記入例】
 

様式第４号（第６条関係） 

隣接住宅居住者同意書 

 

（申請者） 

　　関金　一郎　　　　　　　　　　　　様 

 

 

（設置場所）倉吉市関金町大鳥居１９３－１ 

 

　私の住宅に隣接する建築物に薪ストーブ等導入事業の対象設備を設置することに同意します。 

 

 

（隣接住宅居住者）　　　 

 

年　　　月　　　日同意 

 

住所　倉吉市関金町大鳥居 

 

氏名　南谷　二朗　　　　　　　　　　○印 

 

 

 

 

 

 

 

※設置場所に隣接するすべての住宅の居住者の代表者（申請日時点で居住している場合に限る）の同

意を得ること。 

印

申請書は令和６年から押印不要となりましたが、 

同意書には押印が必要となります。


